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技術的人工物による「発話」の道徳的身分について  

――言語行為論の枠組みを用いた検討  

 

東京大学・日本学術振興会・理化学研究所 AIP 水上拓哉  

 

論文の概要  

本論文の目的は、対話システムのような技術的人工物の「発話」の道徳的

身分を言語行為論の枠組みから考察することにより、従来のロボット倫理学

が焦点を当ててきた「道徳的行為者性（ moral agency）」概念に頼ることなく

技術的人工物の発話のもつ道徳的重要性を説明する可能性を提示することに

ある。  

近年の機械学習の理論的進展を背景に、自然言語によってユーザと対話す

る技術的人工物 ( 1 )の「発話」の質も向上している。たとえば、“ sequence to 

sequence（ seq2seq）”という技術を用いた Neural Conversational Model

（Vinyals and Le 2015）は、従来のルールベース型のシステムでは実現不可

能だった柔軟な発話生成の可能性を示唆している。このような技術的進展を

背景に、対話システムやコミュニケーションロボットといった「発話」する

技術的人工物は教育や介護、エンターテインメントといった分野での活躍が

期待される。  

しかしながら、最近ではこういった技術的人工物の発話がもつ社会的・道

徳 的影響 力にも 注目が 集まって いる 。たと えば 2016 年 に Microsoft が

Twitter 上で運用したチャットボット“ Tay”は、ユーザからの学習により攻

撃的・差別的な内容のツイートしたとして話題となった (2 )。この問題を受け

て国内においても対話システムが不適切な発話をしないように開発者が留意

する必要性が指摘されている（東中 2016）。“Tay”のような技術的人工物は

人間と同等の言語能力や心的状態をもっているとは言い難いにもかかわらず、

ユーザや社会に対して無視できない道徳的影響力をもっている。このような

技術的人工物の発話がもつ道徳的重要性について、倫理学においてはいかな

る説明が可能なのだろうか。  

倫理学側においては「ロボット倫理学（ robot ethics）」の名の下、ロボッ

トや（いわゆる）人工知能の倫理について哲学的検討がなされてきた (3 )。後

述するように、ロボット倫理学においてはしばしば、ロボットを道徳的議論

の領域に入れるためにそれが「道徳的行為者（ moral agency）」であるか否か

が問われてきた（ Coeckelbergh 2009a; Gunkel 2012）。しかしその一方で、

技術的人工物の道徳的重要性（moral significance）を行為者性概念なしで説
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明しようとする立場も多数存在する（たとえば Johnson 2006; Coeckelbergh 

2009b など）。道徳的行為者性概念とその他の道徳的諸概念（道徳的重要性、

責任、価値、非難など）の関係性についてはロボット倫理学において取り組

まなければならないメタ的問いの一つである。  

本論文では、考察の対象を技術的人工物の発話に限定する。その上で、少

なくともその道徳的重要性を説明するのに必ずしも道徳的行為者性概念が要

請されるとは限らないことを、言語行為論の枠組みを用いることによって指

摘する。なぜならば、言語行為論における発話内行為および発話媒介行為と

いう分類を用いることは、従来の道徳的行為者性概念をめぐる混乱に踏み込

むことなく技術的人工物の発話の道徳席重要性を分析する道筋を与えるから

である。具体的にはまず、言語行為論における言語行為の分類、すなわち発

話内行為と発話媒介行為の分類を確認した上で、そのうち発話内行為がもつ

道徳的重要性ついて検討する。次に、発話内行為の適切性条件に着目し、技

術的人工物の発話内行為の可能性についての議論がロボット倫理学において

なされてきた道徳的行為者性をめぐる議論と対応関係にあることを指摘する。

最後に、オースティンやバトラーなどを参照してヘイトスピーチのような攻

撃的発話の発話媒介的な性質を示唆し、それを技術的人工物の文脈で再考す

る。  

 

発話内行為がもつ道徳的規範  

オースティンから始まりサールが体系化した言語行為論は現在、分析哲学

における当時のモチベーションに留まらず、言語学や社会学、情報工学にお

いても知見を提供している。実際、本論文で対象としている「対話システム」

においても、ユーザから受け取った発話を理解するためにその発話がどのよ

うな発話内行為かを分類するような仕組みが実装されることが多い ( 4 )。本節

ではまず、この言語行為論の枠組みを用いて発話内行為とそれが伴う規範の

関係に着目し、その道徳的重要性を確認する。  

 言語行為論の開拓者ともいえるオースティンは『言語と行為』のなかで発

話という行為の内実を以下のように分類した（ Austin 1962）。  

 

・発話行為：一定の意味と言語対象を伴って一定の文を発すること  

・発話内行為：情報伝達・命令・警告など、慣習的な発言の力をもつ行為  

・発話媒介行為：説得のように何かを言うことによって引き起こされる行為  

 

これらのうち、発話行為と発話内行為の区別についてはサール（ 1969）のよ
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うにその区別を認めずにまとめて「発話内行為」とする立場もある。本論文

においても基本的には発話行為を含んだ形で発話内行為という表現を用いる

ことにする。しかし、発話内行為と発話媒介行為についてはサールも区別し

ており、本論文でもこれらは区別して議論することにする。発話内行為は、

その発話をすることで（ in saying）行為遂行となっており、一方で発話媒介

行為のほうはその発話によって（ by saying）行為が達成される。つまり、発

話内行為は私たちが行う行為そのものであり、発話媒介行為はそれがもたら

す結果のことを指す。後に述べるように、この区別は発話の道徳的性質を考

える上で重要な区別である。ひとまず以下では上記の分類のうち「発話内行

為（ il locutionary act）」に焦点を当て、その道徳的性質について確認してい

く。  

 オースティンによれば「約束」、「言明」、「脅迫」、「感謝」などといった発

話は発話内行為であるが、それらがもつ機能は実に多様である。オースティ

ンは発話内行為の「型」について、判定宣告型、権限行使型、行為拘束型、

態度表明型、言明解説型の 5 つに分類した。もちろんこれは、彼が反駁しよ

うとしていた立場、すなわち真・偽の二分法と価値・事実の二分法の境界線

を混乱させるために作られたもので、彼自身その分類には納得していない。

一方サールはこの分類において分類の基準がないと批判した上で、断言型、

指令型、行為拘束型、表現型、宣言型という分類を提案した（ Searle 1979）。

これは、発話内目標、適合方向、誠実性条件という 3 つの基準に基づいた分

類である。  

 さて、発話することが何かをすることであるのならば、言語行為は（他の

行為と同様に）その道徳的性質を問うことができるのだろうか。仮にできる

のだとすれば、その性質は、たとえば物を盗んだり人を殺害したりといった

行為とはどのように異なるのだろうか。紙幅の都合でこの問題について網羅

的に議論することはできないが、本論文の目的のために、ここでは発話内行

為と（道徳的）規範の関係性について検討することにする。  

 オースティンの言語行為論のビジョンを体系化させたサール（ 1969; 1979）

は、言語行為の道徳的性質を中心的に言及してはいないものの、事実と当為

の関係について「自然主義的誤謬の誤謬」という、今日メタ倫理学でよく知

られている議論を提出している。サールは以下の推論を取り上げ、記述的な

陳述が実は評価的な陳述を帰結することを示唆する（ Searle 1969, pp.315-

316） (5 )。  

 

1. 「スミスさん、あなたに 5 ドル払うことを私はこの言葉において約束しま
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す」という言葉をジョーンズが発した  

 

2 . ジョーンズは、スミスに対して 5 ドル払うことを約束した  

 

3 . ジョーンズは、スミスに 5 ドル払う義務を自分に課した（引き受けた）  

 

4 . ジョーンズは、スミスに 5 ドル払う義務がある  

 

5 . ジョーンズは、スミスに 5 ドル払うべきである  

 

上の推論では、「約束」の発話内行為を取り上げ、ジョーンズが発話したとい

う事実からジョーンズがスミスに対してお金を払うべきだという当為を導く

こ と の 可 能 性 を 示 唆 し て い る 。 サ ー ル は こ れ ら の 推 論 が 論 理 的 帰 結

（ entailment）という必然的関係だとまでは主張していないが、それでも偶

然的関係だけだともいえないと主張している。  

 なお、これは「約束」という言語行為について「約束は守らなければなら

ない」という外在的規範が存在しているからこそ成立する、という話ではな

い。仮に「約束は破られるべきである」という規範が存在することを仮定し

てこの規範性を批判しようとしても、それは「約束」という発話内行為に関

する外在的な批判であり、「約束」における内在的な言語制度――つまり義務

を負うことそのもの――は保たれる。このように、発話内行為が遂行される

とき、そこには内在的な言語制度があり、その制度によって私たちは規範的

な価値を背負うことになるのである。  

 サール自身はこの議論を倫理学の領域で積極的に検討しようとはしていな

いが、最近ではクーネオが道徳的実在論の立場を取る際に言語行為論の枠組

みを利用し、発話における規範的側面を道徳的性質につなげようとしている

（Cuneo 2014, p.77）。クーネオによれば、言語行為は規範的現象でありかつ

道徳的現象でもある。彼の言語行為の規範理論においては、言語行為は発話

者が発話者としての道徳的な権利や責任、義務を有しているという事実によ

って発話内行為とみなされる（Cuneo 2014, p.29）。つまりクーネオの立場で

は、道徳的価値は発話内行為の遂行における付随的な事実ではなく本質的な

事実なのである。発話内行為と道徳的規範の関係性のあり方についてはさら

なる議論が必要だが、少なくとも発話者が適切に発話内行為を遂行した事実

を道徳的に価値中立的な事実だとみなすのは難しいと思われる。  
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技術的人工物の発話内行為の可能性  

 前節で確認したように、発話内行為を遂行する行為者はそれがいかなるタ

イプの発話内行為であれ、何らかの道徳的規範を伴うことがわかった。しか

し、クーネオのような強い主張をするにせよ、そこまで踏み込まないにせよ、

少なくとも発話内行為が適切に遂行されなければ道徳的価値は伴わないこと

になる。たとえば、人間の会話参与者が発話を言い間違えたり聞き間違えた

りした場合や、動物の鳴き声が特定の発話内行為のように聞こえた場合にお

いては上記の議論は関係がないことになるだろう。では技術的人工物がしか

るべき計算（ computation）によって「発話」した場合、それは発話内行為と

いうことができるのだろうか。この問題について、ここでは発話内行為にお

ける「慣習（ convention）」および適切性条件に焦点を当てて検討したい。  

 オースティンが発話内行為の遂行において重視しているのが「慣習」の存

在である。発話内行為にはそれぞれ当該行為を成立させるための慣習が存在

し、それに沿った形で発話されなければ不発に終わる。たとえば「命名」で

あれば命名する権限をもっていることが要請されるし、「解雇」であれば解雇

できる立場に立っていることが要請される。  

 では、発話する技術的人工物はこの慣習に関わることができるのだろうか。

これに関しては可能だと思われる。まず、慣習というものは人間にとっての

言語的・社会的慣習のことである。たとえば、教会で挙げられた結婚式にお

いて司祭が二人の婚約の成立を宣言することができるのは、結婚にまつわる

社会的慣習が存在するからこそである。ここで、人間が、人間的慣習と関わ

りのない存在者の世界に人間的慣習をもちこんだとしても、発話内行為が遂

行されたとはいえない。オースティンに従えば、たとえば、司祭が自室に飾

ってある一対の人形に対して結婚を宣言することはできない。人形は人間の

形をしているが、社会的存在とはいえず、人間の結婚に関する慣習を有して

いないからである。  

しかしながら、人間以外の存在が人間同士の慣習に入っていくことは必ず

しも不可能ではない。「約束」、「宣言」、「感謝」といった発話内行為に関する

言語的・社会的慣習が現に存在しており、それに沿って技術的人工物が振る

舞うことは可能だからだ。たとえば、銀行の ATM は取引終了後に「ご利用

ありがとうございます」と「発話」するが、これは「感謝」に関する人間の

慣習に沿った形で技術的人工物が行動する例だといえる。実際ここでは銀行

側の（つまり人間の）感謝の気持ちを ATM に代弁させているわけだが、来

客に取引してもらったことに対する感謝という点において、ここでの感謝は

きちんと人間の言語的・社会的慣習に則っているといえるだろう。  
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 以上のように、慣習の存在を理由に技術的人工物の発話内行為が原理的に

不可能だと主張することはできない。とはいえ、慣習は発話内行為の遂行に

おいて重要な前提の一つではあるが、そのすべてではない。発話内行為の遂

行におけるもう一つの重要な条件として、「適切性条件（ felicity conditions）」

がある。サール（ 1969）は発話内行為が適切に遂行されるための条件（適切

性条件）を以下のように列挙している ( 6 )。  

 

・正常入出力条件：言語行為の遂行に必要な基本的条件  

・命題内容条件：それぞれの言語行為の命題内容に関する条件  

・事前条件：言語行為の本質ではないが、言語行為の成立に必要な条件  

・誠実性条件：言語行為の誠実な遂行のために必要な条件  

・本質条件：言語行為を成立させるために本質的な条件  

 

たとえば「助言（ advice）」において、上記の条件は次のようになる（ S: 話

し手、H: 聞き手、A: 助言）（ Searle 1969, p.126）。  

 

・命題内容条件： H の未来の行為 A 

・事前条件 1：S は A が H に対して利益を与えることを信じる理由をもつ  

・事前条件 2：H が A を行うのは S と H にとって自明ではない  

・誠実性条件：S は A が H に対して利益を与えると信じている  

・本質条件：A が H の最大の利益になるという趣旨を引き受けることとして

みなされる  

 

では、技術的人工物はこれらの諸条件を満たすことができるだろうか。ま

ず、命題内容条件はその名のとおり発話の中の命題の内容に関わる条件のた

め、適切なプログラムを組むことで満たすことはできるだろう。  

本質条件についても基本的には満たすことができると思われる。本質条件

を満たすためには、発話者が特定の発話をし、それが当該の条件を満たして

いるとみなされる必要がある。その意味で、技術的人工物は一見すると本質

条件をクリアできないように思われる。しかし、この「みなされる」という

表現がポイントで、本質条件を満たすかどうかは客観的な判断というよりは

むしろ、聞き手による主観的・相対的なものである。そしてこの考えにした

がえば、技術的人工物は特定の本質条件を満たす可能性も否定できないと思

われる。たとえば、携帯電話ショップでコミュニケーションロボット“ Pepper”

が来客を礼儀正しい「挨拶」で出迎えたとき、それは挨拶の本質条件を満た
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しているだろうか。ここで問われている条件はあくまで「話し手が聞き手を

礼儀正しく認知したこととしてみなされる」かどうかである。つまり、来客

が“Pepper”の姿を見て、自分のことを礼儀正しく認知しているのだと感じ

たのならば、本質条件は満たされている可能性がある。よく知られているよ

うに、私たちにはコンピュータを社会的存在とみなしてしまう心理的傾向が

あるため（ cf .  Reeves and Nass 1996）、事前条件（この場合であれば「挨拶」

が正しいタイミングでなされていること）が満たされている場合、本質条件

も満たされていると考えることもできるのである。  

 しかし、それ以外の条件については、技術的人工物が文字通りに満たすこ

とができると主張するのは難しい。というのも、正常入出力条件においては

発話者の発話内行為に必要な言語能力が求められており、誠実性条件と（一

部の）事前条件においては発話者の特定の心的状態が求められているからで

ある。たとえば、「感謝（ thank）」においては、発話者が感謝の遂行に必要な

言語能力を有していること（正常入出力条件）、感謝の対象が発話者に対して

利益があることを発話者が「信じている」こと（事前条件）、発話者は実際に

対象に感謝していること（誠実性条件）ことが求められるのである（Searle 

1969, p.125）。  

 技術的人工物がこれらの条件を（文字通りに）満たすかどうかを考えるこ

とは、技術的人工物が（少なくとも特定の）言語能力および心的能力を有す

ることができるかどうかという古典的な難問に向き合うことにつながる。こ

こではこれらの問いに取り組むことはしない。というのも、発話内行為の遂

行者になるための条件として言語的・心的能力という関係性は、ロボット倫

理学における道徳的行為者になるための条件としてしばしば心的能力が要請

されることと同じ関係性だからである。この点を無視して議論を進めること

は、ロボット倫理学における近年の議論の蓄積を蔑ろにして既になされた論

争と同じことを繰り返す「車輪の再発明」になってしまうだろう。したがっ

て、ここではロボット倫理学における道徳的行為者性に関する議論と、本節

においてこれまで行ってきた議論との対応関係の示唆に考察を留めることに

する。  

 これまでのロボット倫理学においてはロボットの道徳性を論じるにあたっ

て、ロボットが道徳的行為者（ moral agency）か否かが中心に議論されてき

た。この論点について具体的にどのような立場があるかについてはガンケル

（ 2012）がまとめているためここでは省略するが、このようなロボット倫理

学の傾向はそもそもこれまでの倫理学が行為者性指向的であることが起因し

ていると考えられる（ Floridi 1999; Gunkel 2012, p.88）。この考えのもとで
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は、ロボットの道徳的重要性を主張する際にはそれが道徳的行為者であると

主張しなければならなくなる。  

 道徳的行為者性の要件としてどういった概念を含めるかは統一的な見解は

ないが、自由（意志）と特定の心的能力（自律性、意識、志向性など）が含

まれる点においては概ね共通している。たとえば、自然に呼吸をすることと

文字をタイピングすることの違いは、その背後の「意図（ intention）」の有無

の違いとして理解される。そして後者のような行為を遂行できる存在が、道

徳的行為者だといえるのだ（ cf.  Himma 2009）。したがって、ロボットが道

徳的行為者か否かという問いは、ロボットが（哲学的な意味で）自律的に行

動を起こせるのか、自分自身の行動の道徳的な善悪を理解しているかといっ

た心の哲学でおなじみともいえる議論に帰着することになる。  

 しかし、上記のような基準においてロボットが文字通りの道徳的行為者で

あるか否かを議論することには多くの困難が伴う。道徳的行為者性に求めら

れる条件に含まれる概念は往々にして曖昧なものであり（Gunkel 2012）、ま

た仮にそれらの概念が曖昧ではない形で定義できたとしてもその条件が満た

しているかどうかは原理的に知ることができないといういわゆる「他者の心」

の問題が立ちはだかっている（Coeckelbergh 2009a）。直観的には現在のロ

ボットは人間と同等の心的状態をもたないと思われるが、決定論的システム

を本物の道徳的行為者と考えられるのかどうかという問題は、人間が本当に

自 由 意志 をも つ のか どう かと いう問 題 と同 様に 答 えが 出な いも のなの だ

（Wallach and Allen 2008, p.84）。  

 一方で、この問題について、自由や自律性、志向性といったような概念を

拡張し、ロボット（や他の技術的人工物）が何らかの意味において道徳的行

為者だとみなせる、と主張する立場も多数存在する。フーコーを援用し自由

概念を拡張しつつ技術的志向性の概念を持ち出すフェルベークの媒介理論

（Verbeek 2011）や、適切な「抽象化のレベル（ level of abstraction）」を設

定することによって行為者であることのハードルを下げるフロリディとサン

ダース（Floridi and Sanders 2004）などはその代表例といえる (7 )。  

これらの「拡張」のアプローチの詳細な比較検討についてはガンケル（ 2012）

が行っている。しかし、これらのアプローチのほとんどは、実際に意識や自

由であることとそのように見えることとの関係性についての論争に行き着い

てしまう。そしてこの論争を技術的人工物の発話の文脈でしようとすれば、

「中国語の部屋」（Searle 1980）の論争の焼き直しになってしまうだろう。  

一方で、ジョンソン（ 2006）のように道徳的行為者性の概念を拡張するこ

となく技術的人工物の道徳的重要性を説明しようとする立場もある。彼女は
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コンピュータについて、それが道徳的行為者にはなりえないが道徳的存在

（moral entities）ではあると主張する。岡本（ 2012）が指摘するように、も

し道徳的行為者性概念を使わずにその道徳的重要性が説明できるならば、オ

ッカムの存在論的節約という意味でも望ましい。本論文では、少なくとも

“Tay”のような技術的人工物の発話の道徳的影響力を説明する上では、以上

で紹介したような道徳的行為者性概念に頼る必要がない、という立場を次節

で展開する。  

 

発話の媒介的性質とその道徳的重要性  

 これまでは言語行為の行為の分類の中でも発話内行為に着目し、発話内行

為には道徳的規範が伴うことを確認した。また、発話内行為の適切性条件に

おいてはしばしば発話者の言語能力や心的能力が問われるため、それを技術

的人工物が遂行できるかを問うことは「技術的人工物は道徳的行為者たりえ

るか」というロボット倫理学やコンピュータ倫理学において長く続く論争に

行き着いてしまうことを指摘した。  

 前節の最後で私は、技術的人工物が文字通りの道徳的行為者とはいえない

からといって、道徳的行為者性概念を拡張する必要は必ずしもなく、道徳的

行為者であることと道徳的重要性（影響力）があることを独立的に考える立

場を紹介した。ロボット一般、コンピュータ一般におけるこの立場の妥当性

はともかく、少なくとも対話システムのような技術的人工物の発話において

はこのような立場を取ることが望ましいと思われる。最後に本節ではこの点

について、発話媒介行為のほうに焦点を当てることで検討する。  

 サールやクーネオの考察に従えば、発話内行為は道徳的規範を伴うもので

あった。しかし、だからといって、発話の道徳的性質は発話内行為のみによ

ってもたらされるわけではない。発話内行為がどのような形で遂行されるに

せ よ 、 そ の 発 話 に よ っ て も た ら さ れ る 行 為 、 す な わ ち 発 話 媒 介 行 為

（ perlocutionary act）が聞き手の倫理的感受性に影響を与えることもある。  

 たとえば、ヘイトスピーチのように発話によって聞き手に屈辱を与えるこ

とについて考えよう。オースティンは発話媒介行為を説明する際に「屈辱を

与える」という行為について言及している（ Austin 1962, p.196）。ここで重

要なのは、屈辱を与えるという行為には発語内行為のための定形表現が存在

しないということだ。約束や命名といった発話内行為の場合、「私は（ここに）

A する」という発話の形式を取ることができる。つまり、発話内行為には顕

在的な行為遂行形式が存在する。しかし、「屈辱を与える」という行為の場合、

「私は（ここに）あなたに屈辱を与える」という発話形式を取ることができ
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ない。オースティンは「屈辱を与える」、「仰天させる」、「驚かせる」といっ

た行為については目的よりもむしろ後続事件をもつ発話媒介行為として分析

しているのだ (8 )。したがって、発話内行為だけではなく、発話媒介行為とそ

れに伴う後続事件も同様に道徳的に価値中立なものではないのである。  

 一方、発話が聞き手に与える心理的効果だけではなく、その発話が聞き手

以外の第三者の耳に入ることや、その発話がより広い言説空間に影響を与え

るということも無視はできない。言葉の暴力を構成する感受とは、当事者の

うちに生じうる過酷で鋭利な痛みばかりではなく、第三者や傍観者であって

も感じ取らざるをえない怒りや居心地の悪さを含むより広く漠然としたもの

でもある（飯野  2016）。またバトラーが『触発する言葉』において指摘した

ように、発話にはそれが発話者に留まらずに「再演」されるという側面があ

る（Butler 1997）。いかなる発話においても発話者だけがその起源なのでは

なく、その発話者の前後に意味作用の繋がりが広がっており、発話の反復と

再意味付けがその発話者を超えて行われているのだ（ Salih 2002）。したがっ

て、発話の道徳的重要性を考察することにおいては、発話内行為に伴う道徳

的規範の問題だけでなく、発話〈によって〉なされる行為や影響にまで分析

の射程を広げなければならないのである。  

 そして、以上のような発話媒介行為の道徳的側面に関する議論を技術的人

工物に応用することは十分に可能であるように思われる。なぜなら、発話媒

介行為は発話内行為と同じく「行為」という名前が付いているが、実際その

性格はかなり異なるからだ。発話内行為の遂行可能性については（すでに見

たように）慣習と適切性条件が重要だが、発話媒介行為においてはこれらの

要素が必ずしも関わってくるとは限らない。  

 「慣習」については、オースティンも指摘しているように、発話媒介行為

の遂行においては、発話内行為のそれに相当する慣習は存在しない。たとえ

ば、「驚かす」という発話媒介行為が行われるためには「後ろにクマがいる！」

と警告してもいいし、単に「危ない！」と叫んでもよい。つまり、驚かすと

いう発話媒介行為の本質は聞き手が驚くという心的状態をもつことにあるた

め、そこに至る道は無数に存在するというわけだ。また、同じ発話内行為が

異なる文脈で全く異なる発話媒介行為を引き起こすこともある。個別の発話

内行為が慣習に縛られた形で遂行されるのに対して発話媒介行為は慣習と必

然的には繋がっていないのである。  

 同様に、「適切性条件」についても発話内行為のような厳しい条件は存在し

ない。技術的人工物の発話内行為について議論する際には言語能力が問われ

る正常入出力条件や、心的能力が問われる（一部の）事前条件や誠実性条件
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が問題となった。発話内行為は現代的な行為論や倫理学で議論される「行為」

の一種だからである。一方、発話媒介行為においてはこれらの条件は必ずし

も必要ではない。たとえば、ネコは人間に匹敵する言語能力はもたないが、

その発声によって聞き手の私たちが癒やされるということは十分ありえる。

同じように、「後ろにクマがいる！」という発話によって「驚かす」という発

話媒介行為が遂行されたとき、話し手は驚かす意図があってもなくても構わ

ないのである。発話媒介行為は「行為」という名前とは裏腹に、その内実は、

話し手から聞き手に伝えられた心理的「効果」のことを指しているのだ。  

 以上で検討してきたように、発話媒介行為を遂行する「行為者」はロボッ

ト倫理学において通常想定されている道徳的行為者とは異なる内実をもつ。

そして、発話の道徳的重要性は発話内行為にもあるが、その発話によって行

われる行為（すなわち発話媒介行為）にも存在する。また、発話のもつ力は

それが「再演」されることで増幅するという側面もある。したがって、たと

え技術的人工物が発話内行為を遂行する行為者として不適格だとしても、そ

れによってただちに技術的人工物の発話の価値中立性が帰結されるわけでは

なく、その人工物の発話がユーザや社会に与える媒介効果およびその発話の

「再演」にも分析の焦点を当てなければならないのだ。  

 

結論  

 本論文では、対話システムやコミュニケーションロボットのような技術的

人工物の発話の道徳的重要性について、言語行為論の観点から分析した。従

来のロボット倫理学においては技術的人工物の道徳的重要性と道徳的行為者

性が密接に繋がっていたため、技術的人工物が道徳的行為者か否かが重要な

問いとして扱われてきた。一方で、ジョンソンのようにその重要性を行為者

性から分離して議論しようとする立場もあり、少なくとも技術的人工物の発

話においてはこの立場は妥当であるように思われる。技術的人工物の発話は、

発話内行為、発話媒介行為、そしてそれが当事者以外の存在に与える影響と

いう異なる観点から分析することが可能であり、これらのすべての要素がそ

れぞれ道徳的重要性をもつ。技術的人工物の行為者性を問う従来の議論はこ

れらのうち、技術的人工物の発話内行為の可能性を問うものであった。した

がって、仮にこの議論が答えの出ないものだとしても、私たちは技術的人工

物の発話について、それがもつ発話媒介的な効果およびそれが「再演」され

るという観点からその道徳的重要性を説明することが可能なのである。  

 

注  
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 (1) 本論文ではハードウェアをもたないプログラムについても「技術的人

工物」の中に含めることにする。  

 (2) この事例の詳細についてはネフとナギ（Neff and Nagy 2016）を参照。  

 (3) ロボット倫理学の代表的な論文集としてはリンら（ 2011; 2017）があ

る。  

 (4) 言語行為論の枠組みが対話システム開発においてどのように応用され

ているかについては中野ら（ 2016）および石崎と伝（ 2001）を参照。 

 (5) 本論文では文献のページ数を記載する際、邦訳が存在する場合にはそ

の邦訳を文献欄に明記した上で邦訳版のページ数を記載することにす

る。  

 (6) 適切性条件の各条件の要約は片桐（ 1995）を参考にした。  

 (7) ただし、これらの研究において、道徳的行為者の概念を拡張すること

によってなにを目的としているのかについては必ずしも一致していな

い。たとえばフロリディとサンダースの立場においては道徳的行為者

性と責任概念が独立して語られている。技術的人工物の発話における

道徳的行為者性概念や責任概念、その他道徳的価値の関係性について

は別のところで論じる。  

 (8) ただし、発話内形式の不在からただちにそれが発話内行為ではないと

帰結するわけではない。たとえば飯野（ 2016）は侮辱のような特定の

言葉の暴力が発話そのものと切り離せない関係にあることを指摘した

上で、「侮辱する」は「ほのめかす」といった行為と同様に特殊なタイ

プの発話内行為ではないかと示唆している。  
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